
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩手県地域防災計画（原子力災害対策編） 

 新旧対照表 
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原子力災害対策編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 
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第1節 活動体制計画 

 

第1 ［略］ 

第2 県の活動体制 

［略］ 

1 災害警戒本部 

［略］ 

(1)、(2) [略] 

(3) 分掌事務 

○ 災害警戒本部の分掌事務は、次のとおり

である。 

ア ［略］ 

イ 気象予報・警報の受領、気象情報の収

集及び関係機関への伝達 

ウ、エ、オ ［略］ 

(4)、(5) [略] 

2 災害特別警戒本部 

［略］ 

(1)、(2) [略] 

(3) 分掌事務 

○ 災害特別警戒本部の分掌事務は、次のと

おりである。 

ア ［略］ 

イ 気象予報・警報の受領、気象情報の収

集及び関係機関への伝達 

 

第1節 活動体制計画 

 

第1 ［略］ 

第2 県の活動体制 

［略］ 

1 災害警戒本部 

［略］ 

(1)、(2) [略] 

(3) 分掌事務 

○ 災害警戒本部の分掌事務は、次のとおり

である。 

ア ［略］ 

イ 気象予報・警報等の受領、気象情報の

収集及び関係機関への伝達 

ウ、エ、オ ［略］ 

(4)、(5) [略] 

2 災害特別警戒本部 

［略］ 

(1)、(2) [略] 

(3) 分掌事務  

○ 災害特別警戒本部の分掌事務は、次のと

おりである。 

ア ［略］ 

イ 気象予報・警報等の受領、気象情報の

収集及び関係機関への伝達 

 

修正 

理由 

○ 表記の適正化 
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頁 現   計   画 修   正   案 
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第4節 住民等への情報提供・広報広聴計画 

 

第1、第2 ［略］ 

第3 広聴広報 

1 ［略］ 

2 実施機関（責任者） 

実施機関 広報広聴活動の内容 

［略］ ［略］ 

東北地方整備局 

（岩手河川国道事務所） 

（三陸国道事務所） 

（南三陸国道事務所） 

（北上川ダム統合管理

事務所） 

 

［略］ 

東日本電信電話(株)岩

手支店 

エヌ・ティ・ティ・コミ

ュニケーションズ(株) 

 (株)ＮＴＴドコモ 

ＫＤＤＩ(株) 

ソフトバンク(株) 

 

［略］ 

［略］ ［略］ 
 

第4節 住民等への情報提供・広報広聴計画 

 

第1、第2 ［略］ 

第3 広聴広報 

1 ［略］ 

2 実施機関（責任者） 

実施機関 広報広聴活動の内容 

［略］ ［略］ 

東北地方整備局 

（岩手河川国道事務所） 

（三陸国道事務所） 

（南三陸沿岸国道事務

所） 

（北上川ダム統合管理

事務所） 

［略］ 

東日本電信電話(株)岩

手支店 

エヌ・ティ・ティ・コミ

ュニケーションズ(株) 

 (株)ＮＴＴドコモ 

ＫＤＤＩ(株) 

ソフトバンク(株) 

楽天モバイル(株) 

［略］ 

［略］ ［略］ 
 

修正 

理由 

○ 県防災会議条例改正に伴う修正 

○ 表記の適正化 
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